
目

次

告

示

○
地
域
福
祉
の
推
進
に
向
け
た
青
森
県
民
の
意
識
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
医
療

福
祉
政
策
課
）
…
一

○
地
域
福
祉
の
推
進
に
向
け
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
相
談
支
援
機
関
向

け
）
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
二

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
五
号

地
域
福
祉
の
推
進
に
向
け
た
青
森
県
民
の
意
識
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施

す
る
の
で
、
青
森
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

調
査
の
目
的

都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
八

条
）
で
あ
る
青
森
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
の
改
定
に
あ
た
り
、
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
在
住
の
二
十
歳
以
上
の
者

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

㈠

地
域
福
祉
に
関
す
る
状
況

㈡

地
域
福
祉
に
関
す
る
意
識

㈢

地
域
福
祉
に
関
す
る
行
政
へ
の
要
望

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
日
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

住
民
基
本
台
帳
か
ら
無
作
為
抽
出
し
た
二
十
歳
以
上
の
者
二
千
名
と
す
る
。

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
、
専
用
サ
イ
ト
か
ら
の
ウ
ェ
ブ
回
答
と
す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

令
和
六
年
十
月
二
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
六
号

地
域
福
祉
の
推
進
に
向
け
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
相
談
支
援
機
関
向
け
）
を
次
の
と
お
り
実
施
す

る
の
で
、
青
森
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

青
森
県
報
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第
八
百
十
八
号

令
和
六
年九

月
二
十
五
日

（
水
曜
日
）



令
和
六
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

調
査
の
目
的

都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
八

条
）
で
あ
る
青
森
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
の
改
定
に
あ
た
り
、
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
の
相
談
支
援
機
関
等
関
係
機
関

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
、
他
分
野
の
相
談
や
複
合
課
題
へ
の
対
応
と
す
る
。

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
日
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

県
内
二
百
六
十
九
機
関

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
、
専
用
サ
イ
ト
か
ら
の
ウ
ェ
ブ
回
答
と
す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

令
和
六
年
十
月
二
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
七
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法

人
陽
明
会

三
沢
市
前
平
二
丁

目
五
の
二

保
育
所
等

訪
問
支
援

児
童
発
達
支

援
・
放
課
後

等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
ど
ん
ぐ

り
の
森

三
沢
市
前
平
二
丁

目
五
の
一

令
和六･一〇･
一

青
森
県
告
示
第
五
百
八
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
奥
戸
村
二
〇
〇

菊
池

則
憲

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
奥
戸
村
二
九碇
谷

励

奥
戸
区
域

奥
戸
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

う
ち
甲
の
地
区

大
間
町
大
字

奥
戸
字
奥
戸

村
、
字
向
町
、

字
浜
町
通
、
字

小
奥
戸
及
び
字

館
ノ
上
の
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し

て
い
か
つ
り
漁
業

で
あ
っ
て
甲
の
地

区
の
者
が
行
う
漁

業

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
小
奥
戸
四
二
七
の
二

小
谷

幸
夫

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
奥
戸
村
一
九
九

柴
田

正
喜

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し

て
一
本
釣
漁
業
で

あ
っ
て
甲
の
地
区

の
者
が
行
う
漁
業

公

告
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建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
マ
ズ
ミ
タ
イ
ル
商
会

二

代
表
者
の
氏
名

菅
原
有
紀
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
青
葉
一
丁
目
一
七
の
一
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
四
）
第
六
九
九
三
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
八
月
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

左
官
工
事
業
、
石
工
事
業
及
び
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の

許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と

が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
タ
ケ
ナ
カ
ホ
ー
ム

二

代
表
者
の
氏
名

中
野
武
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
江
陽
五
丁
目
一
四
の
二
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
四
）
第
一
三
一
八
二
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
八
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
六
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
福
澤
建
築
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

佐
々
木
英
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
小
久
保
尻
二
〇
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
一
一
二
七
二
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
八
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事

業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
鉄
筋
工
事

業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防

水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
、
建
具
工
事
業
、
水
道
施
設
工
事
業
及
び
解
体

工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
八
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

六
ヶ
所
再
処
理
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

金
川
昭
宏

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
弥
栄
平
一
の
四
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
一
）
第
五
〇
〇
一
三
九
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
八
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ル
ク
ス
ト

二

代
表
者
の
氏
名

蛯
澤
勇
人

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
字
上
笹
橋
三
七
の
三
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
五
〇
〇
六
一
八
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
八
月
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
六
月
二
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
名
久
井
重
機

二

代
表
者
の
氏
名

名
久
井
邦
朗

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
西
十
四
番
町
三
一
の
四
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
五
）
第
五
〇
〇
三
七
八
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
八
月
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
及
び
舗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
四
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由
に
よ

り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一

項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
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る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
浜
田
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

浜
田
康
尊

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
松
園
町
一
丁
目
六
の
一
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
一
〇
三
五
八
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
八
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
八
月
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭


